
被告発者 告発者 告発・相談窓口 最高管理責任者 学園理事長 予備調査委員会 調査委員会 資金配分機関
（不正の疑いがある学内教職員） （学内外の関係者） （法人事務局長） （学長） （以下の者で構成） （以下の者で構成）

告発以前

・統括管理責任者
・被告発者の所属部局長
・ｺﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽ推進責任者
・研究倫理教育担当
・統括管理責任者が指名した者

・最高管理責任者
・統括管理責任者
・弁護士/公認会計士等の有識者
・その他学長が必要と認める者

告発受付日

【経過日数】

25日後

30日後

40日後

60日後

180日後

210日後

224日後

274日後

新潟青陵大学・新潟青陵大学短期大学部　　研究活動上の不正行為及び研究費の不正使用に関する告発受付・調査フロー

不正が疑われる行為 告発 告発受付の要否判断

告発者の保護措置

告発の受付

予備調査委員会の設置

予備調査結果の報告

本調査委員会の設置

本調査への協力

調査方法の協議

本調査開始

調査方法等の検討

予備調査の実施

異議申し立て 調査委員の交代

本調査への協力・弁明

中間報告

調査結果取りまとめ・通知

不正有無・程度の認定

不服申し立て 不服申し立て

再調査の要否判断

再調査

調査結果の公表

再調査結果の公表

（不正が認定された場合）

・再発防止措置

・研究費の使用中止・返還命令

・論文等の取り下げ勧告

・不正に関与した者の

氏名公表・懲戒・告訴

報告

再調査結果取りまとめ・通知

・中間報告の依頼

・現地調査

調査委員の通知

通知

・証拠の保全

・研究費の一時執行停止

設置

通知・協力依頼

要

要

調査期間

150日以内

申立・資料提出

報告

本調査の要否判断否理由の通知

調査実施の報告


